


ダイワ食用色素について

弊社は， 昭和23年現行の食晶衛生法が施行されました際， 食用色索販光業者， 並びに使用者（術用家）各位の

御災紺により創立致しました本邦Il(l； ーの食／1:1色素専1
―’'1メ ー カーです。販売業者，訛びに使用者各1立の立場に立って，

衛生的な近代設仙のもとで， 原料から一 員作業によって製造され， 特に［品府管到！」については））礼材料， 作業丁．和，＼

製晶全般にわたって厳密に試験，管則を行っておりますので ， 1廿信をもって御i(il約Ellし上けられるものであります。

皆々様の御指屈御鞭撻を殻きまして， 史に晶別の向上を期したいと仔じて肘ります。 息沿itiなる経験と允火し

た弊社の技術部は皆々様の御質間をお待ちしております。

何卒品関の似秀性を御認識の上， 多少に拘らずこ使用lくさいまして， 末長くこ愛顧の程お廂しヽ1|Iし1ごげます。

ダイワ食用色素の品質について

昭和34年12月28日付にて食昴衛生法施行規則の一部を改LI:．する省令により 、 食品添/JIJ物公定占が告ポされ，

その後も一 部の改止が行われて現在に至っております。

品四については， 法定規格を遥かに上まわる高純）斐で， 史に社．内規格に雌づいて， 色ぷ含行l1!のバラッキを無

くし， ‘，常に均ーなる色謳］が得られます。

ダイワ食用色素製剤（混合）について

弊社製剤色索は長年の経験と火納で， 各方 1n,から絶）ばな御好評を故しヽております。

厳密なる品竹伍理のもとで各種別に特殊の製造法を用い常に一定の製晶を皆様にお仙い戴いておりますが， 多

数の種類から特徴をよくお調べの上， 適切なる製剤を御使用になります椋， お顧い致します。 アフク ー サー ピス

も允分行っておりますので， 予期しなし、問題， あるいは新しし、製品の間発等に関しての御質間を心からお待ち致

しております。〔カタログの他に特別な製剤（色調）も製造致します〕

使用法並びに使用上の御注意

l.着色すべき食品の成分を調査分析し， 製造過程をよく検吋して， 各色素の竹質衣より最も条件に適したもの

を選んで下さい。

2.沿色する —l・・：原料は勿誦， hiIl材料もよく吟lり、し， 色調を悲くするような条件を避けて下さし％

3.色素の製造しotにより多少「カサ」が迎いますので， 必ず秤：甘すること， また（史川の後は必ず密閉して｛呆仔

して下さい。 吸湿しますと同 一比煎を叶っても沿色された色調がその都度迎って出ます。 （蒸気等特に注意）

4.色素を粉末で｛史）•11すると沿色ムラや， はん，点の原囚になりますので 、 必ず温湯に溶かしてから使用すること，

この時， 色素は金屈の影替限を受けやすいので使用する容僻は， ガラス， 陶沿， ホ ーロー 引， ステンレス， 合

成樹脂製のものを用い， 特に製剤色素は人念に溶かして使用して下さい。

5.色素を浴かすIIかの水質にも充分注謡して下さし、。 硬度， 鉄， 塩索， pH等の彩密で浴け難くなったり， 色が変

色または退色が起こりやすくなります。 製剤の［溶解時の 水の倍率」は室温でイ呆存可能の倍率です。

6.色素を浴かして浴液でイ呆存する場合は， 色素溶解度に充分tl:．忍して下さし）。 低しヽ温度で保仔しますと， 色索

が析出して色調が変わることがありますので ， 浴解疫表をこ参考の上， 無理のない温度または濃｝文で保仔し

て下さし、。（また光の当たらない場所を選んで保仔して下さし％）

7良く沿色された食品も， 鉄 ， iII1鉛， アルミニウム， 銅等：の金属が人ると色調を悲くするばかりで なく， 脱色

されることがあります。 製追装似， 容堺， 陳列場所にもこ注意下さし、0

8.必ず製品検査合格訂l．の貼ってある色素をこ（史川ドさし、。 輸出食晶の沿色には先方国の許可色索(6ペー ジ参照）

のみを使用して卜さい。 尚， 許可色素は各国共 ， Il、1i々変更することがあります。

9ふ色した食品は， 食用ター ル色素を使用した旨の表ホが義務づけられています。

l 0．使用晶準の対象食，品を参照(I 0ペー ジ参照） の,�．こ使用下さし、0
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